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※利用料に該当する料金
基本会場費・時間使用料

無料

60日以降
61日以前

30日以降
31日以前

14日以降

消費税相当分を含む
利用料の50％

消費税相当分を含む
利用料の75％

消費税相当分を含む
利用料の全額

消費税相当分を含む
利用料の全額

+
機器・備品、飲食、技術員等の
手配物見積の消費税を含む全額

7日以降 1日以降

神田明神ホール キャンセル料規約 2025.7.16更新

利用期間中に契約
が終了した場合
消費税相当分を含む
利用料の全額

※全額返金のパターン
天災地変、テロなどの不可抗力、その他所有者および運営者の責に帰すことができない事由によって、利用者が催事の目的に従ってホールを利用

できなくなったとき、使用契約は当然に終了いたします。
(台風並びに大雪等で、公共交通機関の運休、道路の破損、水没などの場合でも、ホール自体に開催できない事由がない場合は、使用契約を終了する
ことはございません)
上記の場合、利用者は未払いの利用料金の支払いを要さず、運営者は利用者より支払われた利用料金をすみやかに利用者に返還いたします。

但し、この場合の催物の中止に伴う損害について、所有者および運営者は一切補償いたしません。

利
用
最
終
日

※契約締結時よりキャンセル料の対象になります


	スライド 1

